
第２節　交通安全思想の普及徹底

縡　段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

　交通安全教育指針（平10国家公安委員会告示15）

等を活用し，幼児から成人に至るまで，段階的かつ

体系的に交通安全教育を行うとともに，高齢社会が

進展する中で，社会に参加する高齢者の交通安全を

確保する観点から，高齢者に対する交通安全教育を

強力に推進した。特に，自転車を使用することが多

い児童，中学生及び高校生に対しては，将来の運転
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　　　平成15年度に，歩行者・自転車利用者の安全な通行を確保するため緊急に対策が必要な住居系地区

又は商業系地区796箇所を「あんしん歩行エリア」として指定し，都道府県公安委員会及び道路管理者

が相互に連携しながら，歩道の整備を始めとした面的かつ総合的な交通事故抑止対策を実施してきた。

今後とも「あんしん歩行エリア」の形成を推進していくとともに，「あんしん歩行エリア」以外の生活

道路についても，歩道を積極的に整備し，また，「生活道路事故抑止対策マニュアル※」等を活用する

などして，道路交通環境の整備を推進するなど，交通事故抑止のための施策を実施する。

　（3）　バリアフリー化を始めとする歩行空間の整備

　　①　歩行者及び自転車利用者の安全で快適な通行を確保するため，歩行者等の交通事故が発生する危

険性の高い区間等について，改築事業等による整備と併せて歩道及び自転車道の整備を引き続き重

点的に実施する。その際，快適な通行空間を十分確保した幅の広い歩道の整備に努めるとともに，

既存の道路に歩道等の設置が困難な場合においては，その歩道等の代替として既存の道路と並行し

た歩行者専用道路，自転車歩行者専用道路等の整備を推進する。

　　②　高齢者，身体障害者等の自立した日常生活及び社

会生活を確保するため，ユニバーサルデザインの考

え方に基づき，駅，公共施設，福祉施設，病院等の

周辺を中心に平坦性が確保された幅の広い歩道を積

極的に推進する。このほか，バリアフリー対応型信

号機，待ち時間表示装置，昇降装置付立体横断施設，

歩行者用休憩施設，自転車駐車場，身体障害者用の

駐車ます等を有する自動車駐車場等を整備するとと

もに，改築事業等と併せた無電柱化，信号灯器のLED

化，道路標識の高輝度化等を推進する。

住宅街のハンプ LED式信号灯器

　

幅の広い歩道

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※　生活道路における交通事故抑止対策を効果的に推進することができるようにするため，その手順や道路交通環
境の整備手法等を体系的にまとめたもの。



者教育の基礎としての自転車の安全利用に関する指

導を強化した。

　学校においては，学習指導要領に基づき，関連教

科や道徳，特別活動及び総合的な学習の時間を中心

に，教育活動全体を通じて計画的かつ組織的な指導

に努めた。また，交通安全のみならず生活全般にわ

たる安全教育について，目標，内容等を明示した

『安全教育参考資料「生きる力」をはぐくむ学校で

の安全教育』の活用により，安全教育の充実を図っ

た。

　交通安全教育を行うに当たっては，参加・体験・

実践型の教育方法を積極的に取り入れるとともに，

教材の充実及び実施主体間の相互利用の促進を図る

などして，国民が自ら納得して安全な交通行動を実

践することができるよう，必要な情報を分かりやす

く提供することに努めた。

　交通安全教育については，国，地方公共団体，警

察，学校，関係民間団体及び家庭がそれぞれの特性

をいかし，互いに連携をとりながら地域ぐるみの活

動が推進されるように促している。特に，交通安全

教育・普及啓発活動に当たる地方公共団体職員や教

職員，交通ボランティア等の指導力の向上を図ると

ともに，地域における民間の指導者を育成すること

などにより，地域の実情に即した自主的な活動を促

進した。

　また，子ども，父母，祖父母の世代間交流によっ

て各世代が交通安全について互いに注意を呼び掛け

合うことにより，効果的な交通安全教育・普及啓発

活動の推進に努めた。

　さらに，交通安全教育・普及啓発活動の効果を事

後に確認し，効果的な実施に努めるとともに，交通

安全教育・普及啓発活動の意義，重要性等について

関係者の意識が深まるよう努めた。

（1）　幼児に対する交通安全教育

ア　幼稚園・保育所における交通安全教育

　幼稚園教育要領及び保育所指針に基づき，日常の

教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて，交通安

全教育を計画的，かつ継続的に行っている。これら

を効果的に実施するため，紙芝居や腹話術，視聴覚

教材等を利用したりするなど，分かりやすい指導に

努めた。

　また，家庭及び地域の関係機関・団体等と連携・

協力を図り，交通安全教育が効果的に行われるよ

う，教職員等の指導力の向上を図るとともに，教

材・教具の整備に努めた。

イ　児童館・児童遊園における交通安全に関する

指導

　主として幼児を対象に，遊びによる生活指導の一

環として，交通安全に関する指導を推進するととも

に，母親クラブ等の組織化を促進し，その活動の強

化を図った。

ウ　関係機関・団体等における支援

　幼稚園・保育所，児童館・児童遊園に対する教

材・教具の提供及び教職員や保護者に対する通園時

の安全指導を実施するとともに，家庭における適切

な指導，交通安全についての積極的な話し合い等が

行われるよう保護者に対する交通安全講習会の実施

に努めた。幼児と母親とが一緒になって交通安全に

ついて学習する幼児交通安全クラブは平成17年９月

末現在全国で，約１万クラブが結成されており，加

入幼児は約76万人，同保護者は約69万人である。

　また，交通ボランティアによる幼児に対する通園

時の安全な行動の指導，保護者を対象とした交通安

全講習会等の開催を促進した。

　さらに，平成17年中に自動車安全運転センター安

全運転中央研修所において，4,243人の幼児に対し

交通安全研修を実施した。

（2）　児童に対する交通安全教育

ア　小学校における交通安全教育

　家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図り

ながら，体育科，道徳，学級活動・児童会活動・学

校行事等からなる特別活動，総合的な学習の時間

等，学校教育活動全体を通じて計画的に歩行者とし

ての心構え，自転車の安全な利用，交通ルールの意

味及び必要性を重点として交通安全教育を実施し

た。そのため，調査研究，教職員等の研修会を実施

した。

イ　関係機関・団体等における支援

　小学校において行われる交通安全教育の支援を行

うとともに，児童に対する補完的な交通安全教育の
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推進に取り組んでいる。また，父母等の保護者が日

常生活の中で模範的な行動をとり，歩行中，自転車

乗用中等実際の交通の場面で，児童に対し，基本的

な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者

を対象とした講習会等を開催した。

　さらに，地域によっては，PTA，交通ボランティ

ア等により通学路の道路事情及び交通事情を具体的

に検討した上で集団登下校を実施し，登下校時の交

通事故防止を図っており，児童生徒に集団行動を通

じて交通安全に関する実践的能力を身に付けさせる

よう努めた。

　また，平成17年中に自転車免許証の取得を通じ

て，自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーの向

上を図るため，警察と小学校が連携した自転車免許

証事業を実施するとともに，自動車安全運転セン

ター安全運転中央研修所において，１万2,326人の

児童に対して交通安全研修を実施した。

（3）　中学生に対する交通安全教育

ア　中学校における交通安全教育

　家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図り

ながら，保健体育科，道徳，学級活動・生徒会活

動・学校行事からなる特別活動，総合的な学習の時

間等，学校教育活動全体を通じて計画的に歩行者と

しての心構え，自転車の安全な利用，自動車の特

性，危険の予測と回避，標識等の意味，応急手当等

を重点として交通安全教育を実施した。

　また，交通安全教育を計画的に実施し，効果的な

ものにするため，交通安全教育の在り方や実践に関

する調査研究，教員等を対象とした心肺そ生法も含

めた研修会等を実施した。

イ　関係機関・団体等における支援

　中学校で行われる交通安全教育が円滑に実施でき

るよう指導者の派遣等の支援を行うとともに，地域

において，保護者対象の講習会や生徒に対する補完

的な交通安全教育を実施した。

　また，平成17年中に自転車免許証の取得を通じ

て，自転車利用者の交通ルールの遵守とマナーの向

上を図るため，警察と中学校が連携した自転車免許

証事業を実施するとともに，自動車安全運転セン

ター安全運転中央研修所において，2,403人の中学

生に対して交通安全研修を実施した。

（4）　高校生に対する交通安全教育

ア　高等学校における交通安全教育

　家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図り

ながら，運転者となるために必要な資質や能力の育

成等も含め，保健体育科，ホームルーム活動・生徒

会活動・学校行事からなる特別活動，総合的な学習

の時間等，学校教育活動全体を通じて計画的に自転

車の安全な利用，二輪車・自動車の特性，運転者の

責任，応急手当等を重点として交通安全教育を実施

した。特に，二輪車の安全に関する指導について

は，生徒の実態や地域の実情に応じて，二輪車の安

全運転を推進する機関・団体と連携しながら，安全

運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図るとと

もに，実技指導等を含む交通安全教育の充実を図っ

た。そのため，調査研究，教職員等の研修会を開催

するとともに，高等学校を核とした交通安全教育実

践地域事業を実施したほか，高等学校教師用指導資

料「交通安全教育の新たな展開」等を参考として交

通安全教育の充実に努めた。

イ　関係機関・団体等における支援

　高等学校で行われる交通安全教育が円滑に実施で

きるよう指導者の派遣等の支援を行うとともに，地

域において，高校生及び相当年齢者に対する補完的

な交通安全教育を実施した。

　内閣府では，免許取得直前期にある高校生の年代

の者に対し，将来の運転者として備えておくべき安

全意識を醸成するため，参加・体験・実践型の「免

許取得前の若者に対する運転者としての交通安全教

育推進事業」を実施した。

（5）　成人に対する交通安全教育

　運転免許取得時の教育は，指定自動車教習所等に

おける教習が中心となることから，公安委員会は，

適正な教習水準の確保のため指導・助言を行った。

　免許取得後の運転者教育は，運転者としての社会

的責任の自覚，安全運転に必要な知識及び技術，特

に危険予測・回避の能力の向上，交通事故被害者の

心情等交通事故の悲惨さに対する理解，交通安全意

識・交通マナーの向上を目標とし，公安委員会が行

う各種講習，自動車教習所等が受講者の特性に応じ
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て行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環

として安全運転管理者，運行管理者等が行う交通安

全教育を中心として行った。

　自動車の使用者は，安全運転管理者，運行管理者

等を法定講習，指導者向けの研修会等へ積極的に参

加させ，事業所における自主的な安全運転管理の活

発化に努め，また，自動車安全運転センター安全運

転中央研修所等の研修施設において，高度の運転技

術，指導方法等を身に付けた運転者教育指導者の育

成を図るとともに，これらの交通安全教育を行う施

設の整備を推進した。

　また，社会人を対象とした学級・講座等における

交通安全教育の促進を図るなど，公民館等の社会教

育施設における交通安全のための諸活動を促進する

とともに，関係機関・団体による実践活動を促進し

た。

　大学生等に対しては，学生の二輪車・自動車の利

用の実態に応じ，関係機関・団体等と連携し，交通

安全教育の充実に努めた。特に，二輪車運転者につ

いては，交通安全意識の高揚と交通安全活動への積

極的な参加を促進するため，関係機関・団体等が連

携して，二輪車の安全に関する各種情報の提供，自

主的な訓練への協力，クラブリーダーの育成等を行

うことにより，二輪車クラブの指導育成を図るとと

もに，クラブ未加入二輪車運転者のクラブ加入の促

進及び新規クラブの組織化を促進した。また，二輪

車クラブ相互間の協力による広範囲な安全活動を活

発に展開するため，二輪車クラブ相互間の連絡会議

を開催するなどにより，連携の強化を図ったほか，

二輪車の二人乗り規制の見直しを踏まえ，二人乗り

に関する安全教育の徹底を図った。

（6）　高齢者に対する交通安全教育

　国及び地方公共団体は，高齢者に対する交通安全

指導担当者の養成，教材・教具等の開発など指導体

制の充実に努めるとともに，参加・体験・実践型の

交通安全教育を積極的に推進した。

　また，関係団体，交通ボランティア，福祉関係者

等と連携して，高齢者の交通安全教室等を開催する

とともに，高齢者に対する社会教育活動・福祉活

動，各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全

教育を実施した。特に，交通安全教育を受ける機会

のなかった高齢者を中心に，家庭訪問による交通安

全指導，高齢者と日常的に接する機会を利用した交

通事故防止の助言等が地域ぐるみで行われるように

努めた。この場合，高齢者の自発性を促すことに留

意しつつ，高齢者の事故実態に応じた具体的な指導

を行うこととし，反射材の活用等交通安全用品の普

及にも努めた。

　また，高齢運転者に対しては，高齢者講習の内容
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の充実及び更新時講習における高齢者学級の編成に

努めた。

　高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識の高

揚を図るため，老人クラブ，老人ホーム等における

交通安全部会の設置，高齢者交通安全指導員（シル

バーリーダー）の養成等を促進し，老人クラブ等が

関係団体と連携して，「ヒヤリ地図」の作成や最近

急速に普及している電動車いす（障害者用の車いす

で道路交通法施行規則で定める基準に該当する原動

機を用いるものをいう。）の安全利用に係る講習会

等自主的な交通安全活動を展開し，地域・家庭にお

ける交通安全活動の主導的役割を果たすよう指導・

援助を行った。

　内閣府では参加・体験・実践型の高齢者交通安全

教育の継続的な推進役の養成を目的とする「市民参

加型の高齢者交通安全学習普及事業」及び，シル

バーリーダーのサブリーダー育成能力を高めること

等を目的とする「シルバーリーダー中央研修事業」

を実施した。

　また，交通安全をテーマに３世代が交流する「世

代間交流事業」及び交通安全教室に参加しない高齢

者を対象にした「高齢者世帯訪問事業」を内容とす

る「高齢者交通安全意識高揚啓発事業」を実施し

た。

（7）　障害者に対する交通安全教育

　交通安全のために必要な技能及び知識の習得のた

め，地域における福祉活動の場を利用するなどし

て，障害の程度に応じ，きめ細かい交通安全教育を

推進した。また，手話通訳員の配置，字幕入りビデ

オの活用等に努めるとともに，身近な場所における

教育機会の提供，効果的な教材の開発等に努めた。

さらに，自立歩行ができない障害者に対しては，介

護者，交通ボランティア等の障害者に付き添う者を

対象とした講習会等を開催した。

（8）　外国人に対する交通安全教育

　我が国の交通ルールに関する知識の普及を推進す

るとともに，外国人向けの教材の充実を図り，効果

的な交通安全教育を推進した。また，外国人を雇用

する使用者等の交通安全意識を高め，雇用等されて

いる外国人による積極的な講習会等への参加を促進

した。

縒　交通安全に関する普及啓発活動の推進

（1）　交通安全運動の推進

　国民一人一人に交通安全知識を普及させ，交通安

全思想の高揚を図るとともに，交通ルールの遵守と

正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより，

交通事故防止の徹底を図るため，春及び秋の全国交

通安全運動を行い，国，地方公共団体及び民間交通

安全推進団体が一致協力して，国民多数の参加によ

る活動を展開した。運動の実施に当たっては，事前

に，運動の趣旨，実施期間，運動重点，実施計画等

について広く住民に周知することにより，市民参加

型の交通安全運動の充実・発展を図るとともに，効

果的な運動を実施するため，地域の実態に応じた運

動重点を定め，事故実態，住民のニーズ等を踏まえ

た実施に努めた。

ア　平成17年春及び秋の全国交通安全運動の実施

と結果

　平成17年春及び秋の全国交通安全運動は，中央交

通安全対策会議の交通対策本部が決定した実施要綱

に基づき，関係省庁，地方公共団体及び関係17団体

が主催し，関係146団体の協賛の下に実施された。

　春の運動は，４月６日から15日までの10日間，

「子供と高齢者の交通事故防止」を運動の基本とす

るほか，「二輪車の安全利用の推進」「シートベルト

とチャイルドシートの正しい着用の徹底」を全国重

点とするとともに，必要に応じて地域の実態に沿っ

た独自性のある地域重点も定めることとし，特に子

どもと高齢者を対象とした参加・体験・実践型教育

の推進，二輪車利用者の交通ルールの遵守と二輪車

の特性を踏まえた安全運転の励行，シートベルト及

びチャイルドシートの正しい着用の徹底，効果的な

広報活動の推進等を行った。

　秋の運動は，９月21日から30日までの10日間，

「高齢者の交通事故防止」を運動の基本とするほ

か，「夕暮れ時の歩行中と自転車乗用中の交通事故

防止」，「シートベルトとチャイルドシートの正しい

着用の徹底」を全国重点とするとともに，必要に応

じて地域の実態に沿った独自性のある地域重点も定
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めることとし，特に高齢者を対象とした参加・体

験・実践型教育の推進，自動車の前照灯の早期点灯

と歩行者・自転車利用者の反射材の活用促進，シー

トベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹

底，効果的な広報活動の推進等を行った。

　実施に当たっては，交通対策本部決定（春の運動

は平成17年２月１日，秋の運動は同年７月１日）を

受けて，中央においては，主催の各機関及び団体が

それぞれ運動の具体的な実施方針を定め，国の機関

の地方支分部局及び団体の下部組織に対してその推

進を図るよう適切な措置を講じた。また，地方にお

いては，都道府県交通対策協議会等の関係機関を通

じて，国の機関の地方支分部局，地方公共団体及び

民間諸団体が相互に連絡を保持しつつ，地域の実態

等に応じた具体的な実施計画を作成し，運動期間を

中心として広報活動及び交通安全教育を推進すると

ともに，生活道路網を中心とする道路交通環境の点

検整備等を集中的に実施する等の効果的な運動を展

開した。

（ア）　広報活動

　国，地方公共団体及び民間団体は，新聞，テレ

ビ，ラジオ，ケーブルテレビ，有線（無線）放送，

広報雑誌，ポスター，パンフレット，チラシ，立て

看板，横断幕，懸垂幕，広告塔，構内放送，広報車

の巡回広報，パレード等による多彩な広報活動を活

発に展開した。

（イ）　交通安全教育

　全国交通安全運動期間中の交通安全教育は，都道

府県，市区町村，教育委員会，警察，幼稚園，保育

所，学校，交通安全協会（交通安全活動推進セン

ター），交通安全母の会，民間交通指導員，PTA，

安全運転管理者協議会等の関係機関・団体の協力の

下に実施された。

　指導内容は，交通社会の一員としての自覚と責任

を持つよう促すことを基本とし，①幼児及び小学生

については安全な通園・通学の方法，正しい道路の

歩き方・渡り方及び飛び出し防止，②中学生につい

ては自転車の正しい乗り方，③高校生については自

転車及び二輪車（原動機付自転車及び自動二輪車）

の正しい乗り方と点検整備，④高齢者については道

路の正しい歩行と横断，自転車及び自動車の安全な

走行，⑤母親については家庭における交通安全意識

の醸成，特に子どもの交通安全のための知識としつ

け方，⑥運転者とその雇主等に対しては，前照灯の

早期点灯の励行，歩行者・自転車利用者の保護を中

心とした安全運転の励行及びシートベルトコンビン

サー※の活用によるシートベルト及びチャイルド

シートの正しい着用が主なものである。また，指導

方法についてみると，運転者，安全運転管理者等へ

の法令，技術等の講習会，自治会，町内会，女性団

体での座談会，小学生，中学生，高校生を対象とす

る交通安全教室，母と子の交通安全教室，高齢者へ

の参加・体験・実践型交通安全教育や家庭訪問，子

どもと高齢者の三世代交流型の交通安全講習会等多

彩なものとなっている。これら各種の指導を強化す

るため，核となるべき指導者の養成にも力を入れ，

指導の効率化を図った。なお，運動期間中には，街

頭での歩行者，自転車利用者及び二輪車・自動車の
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　　衝突時の衝撃を体験する装置。

平成 17 年秋の全国交通安全運動ポスター



運転者に対する直接指導も行われた。

（ウ）　運動期間中の交通事故

　全国交通安全運動期間中の交通事故の発生状況

は，春が２万5,762件，死者数194人，秋が２万

5,471件，死者数205人であった（第1‐7表）。

イ　地方公共団体の行う交通安全運動

　春及び秋の全国交通安全運動のほか各地域の交通

実態に応じ，夏の交通安全運動，年末年始の交通安

全運動，行楽期の交通安全運動，シートベルト・

チャイルドシート着用の推進運動，飲酒運転追放の

運動，交通事故急増時の非常事態宣言に基づく交通

安全運動等時宜に多様な交通安全運動を実施した。

ウ　交通安全組織による交通安全活動

　交通安全組織の活動は，交通安全意識の定着に大

きな効果があるので，職場内での運転者組織，地域

での飲酒・暴走運転等無謀運転追放のための住民組

織，学校内での児童生徒の安全組織，特に交通少年

団及び幼児交通安全クラブ，交通安全母親組織等に

おける活動の充実強化が図られた。

（2）　シートベルト及びチャイルドシートの正しい着

用の徹底等

　各種交通安全教室，交通安全運動等のあらゆる機

会をとらえて，後部座席における着用を含め，シー

トベルトの着用効果，正しい利用方法について広報

を実施した。

　チャイルドシートについては，平成17年４月に警

察庁と（社）日本自動車連盟が合同で実施した全国

調査によると，６歳未満全体の使用率は49.1％で，

しっかり取り付けられていないものも多く見受けら

れることから，チャイルドシートの正しい使用の徹

底を図るため，関係機関・団体と連携を図りなが

ら，チャイルドシートの普及促進キャンペーン等に

おいて開催された取付講習会に協力した。また，

チャイルドシートの正しい取付方法の普及を図るた

め，チャイルドシート販売員や自動車販売員等を対

象としたチャイルドシート取付指導員を養成する研

修会の開催を支援した。

　さらに，チャイルドシートと座席との適合表の公

表，分かりやすい取扱い説明書の作成等，チャイル

ドシート製作者又は自動車製作者における取組を促

すとともに，販売店等における利用者への正しい着

用の指導・助言を促進した。

（3）　走行中の携帯電話の使用及びカーナビゲーショ

ン装置等の画像の注視の危険性に関する広報啓発

　走行中の携帯電話の使用等の危険性及び平成16年

11月から施行された改正道路交通法の罰則規定につ

いて，関係機関・団体と連携して，各種講習会の開

催，街頭キャンペーン・携帯電話販売店等における

チラシ等の配布，各種広報媒体による広報を行うな

ど，周知徹底を図った。

　また，事業所の安全運転管理者，運行管理者等に

よる運転者に対する指導が徹底されるように努め

た。
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第1‐7表 平成17年全国交通安全運動期間中の交通事故発生状況

注　警察庁情報管理システムによる。

区　分
春の全国交通安全運動 秋の全国交通安全運動

発生件数 死者数 負傷者数 発生件数 死者数 負傷者数

件 人 人 件 人 人

平成17年 25,762 194 31,661 25,471 205 31,643

　　16 26,405 206 32,711 26,551 208 33,108

増減数 －643 －12 －1,050 －1,080 －3 －1,465

増減率（％） －2.4 －5.8 －3.2 －4.1 －1.4 －4.4

チャイルドシート着用推進シンボルマーク

「カチャピョン」
このシンボルマークは，

平成 12 年２月に，シート

ベルト・チャイルドシー

ト着用推進会議におい

て，チャイルドシートの

着用推進に関する国民の

意識の高揚を図るための

シンボルマークとして決

定したものである。



（4）　交通の安全に関する広報の推進

　国民一人一人の交通安全に対する関心と意識を高

め，自動車等を運転する者はもとよりそうでない者

も，自ら事故を誘発するような交通行動をとらない

ように交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践

を習慣付けるため，国，地方公共団体及び交通安全

活動推進センターを始めとする民間交通安全推進団

体との密接な連携の下に，年齢，対象に応じ，日常

生活に密着した内容で，それぞれの場にふさわしい

広報媒体を活用したきめ細かな広報啓発活動を計画

的に実施した。

　ア　家庭，学校，職場，地域等と一体となった広

範なキャンペーンや，官民が一体となった各種の広

報媒体を通じての集中的なキャンペーン等を積極的

に行うことにより，高齢者の交通事故防止，シート

ベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底，

薄暮・夜間の交通事故防止，若年運転者の無謀運転

の防止，飲酒運転等悪質・危険な運転の追放，違法

駐車の排除等を図った。

　イ　家庭向け広報媒体の積極的な活用，地方公共

団体，町内会等を通じた広報等により家庭に浸透す

るきめ細かい広報の充実に努め，子ども，高齢者等

を交通事故から守るとともに，暴走運転，無謀運

転，飲酒運転等の追放気運の醸成を図った。

　ウ　民間団体の交通安全に関する広報活動を援助

するため，国及び地方公共団体は，交通の安全に関

する資料，情報等の提供を積極的に行い，全国民的

気運の盛り上がりを図るため，報道機関の理解と協

力が得られるよう働きかけた。

（5）　その他の普及啓発活動の推進

ア　高齢者の交通安全のための広報啓発等

　高齢者の交通事故防止に関する国民の意識の高揚

を図るため，高齢者交通安全マークの積極的な普

及・活用を図るとともに，他の年齢層に高齢者の特

性を理解させるよう努めた。また，高齢者の運転中

の事故を防止するため，高齢運転者標識（高齢者

マーク）の普及と，高齢運転者標識を取り付けた自

動車への保護意識を高めるよう呼び掛けた。

　また，マスメディアや各種の行政広報の活用，ポ

スター，パンフレット等の配布，交通安全フェア，

シンポジウムの開催等を通じて広報啓発活動を積極

的に実施することにより，高齢者はもとより，高齢

者の交通安全に関する国民の意識の醸成を図った。

イ　薄暮・夜間事故防止のための広報啓発等

　夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違

反，飲酒運転等による事故実態・危険性等を広く周

知し，これら悪質・危険な運転の追放を呼び掛け

た。また，高齢歩行者を始めとする各年齢層の歩行

者が，ドライバーから視認性の高い衣服を着用し，

反射材を活用する気運の醸成を図るとともに，自転

車の灯火の点灯の徹底及び自転車の側面等への反射

器材の取付けを推進するなど，夜間事故の防止を最

重点に取り組んだ。さらに，自動車の前照灯の早期

点灯を呼び掛けた。

ウ　自転車の安全利用促進のための広報啓発

　自転車利用者の交通マナーの向上を図り，自転車

乗用中の交通事故や自転車による迷惑行為を防止す

るため，歩行者に配慮した通行等自転車の正しい乗

り方に関する普及啓発活動を推進した。

　また，自転車同乗中の幼児の事故における頭部へ

の被害の軽減を図るため，幼児向けの自転車用ヘル

メットの使用に関する広報啓発を推進した。

エ　交通事故関連情報の提供

　国民が，交通事故の発生状況を認識し，交通事故

防止に関する意識の啓発等を図ることができるよ

う，各種の交通事故関連情報を統合したシステムを

開発し，これによりインターネットを通じて事故

データ及び事故危険箇所，あんしん歩行エリア等に

関する情報の提供に努めた。

オ　自動車に係る安全情報の提供の充実

　交通安全に関する意識を高めるため，自動車アセ

スメント情報や，安全装置の有効性，自動車の正し

い使い方，点検整備の方法に係る情報，交通事故の

概況などの情報を総合的な安全情報として取りまと

め，自動車ユーザー，自動車運送事業者，自動車製

造業者などの情報の受け手に応じ適時適切にウェブ

サイト等において情報提供を行った。

カ　二輪車事故防止のための広報啓発活動の推進

　「バイクの日」（毎年８月19日）を中心に，二輪車

の安全な利用を促進するための全国キャンペーン等
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の広報啓発活動が，関係機関・団体等により積極的

に展開された。内閣府では，地方公共団体等に対

し，各地域において積極的に広報啓発を促進するよ

う要請するとともに，それらの諸活動に呼応する中

央イベントとして，関係団体の協力を得て，平成17

年８月７日，大阪において「バイクっていいよね!!　

in　大阪」を，８月19日から20日にかけて，横浜に

おいて「バイクの日ライド・ウィズハート2005」を

開催した。これらのイベントでは，二輪車の社会的

有用性や安全な利用等について，二輪車に関係する

著名人，ボランティアによる活動紹介・実演等が行

われた。

キ　交通安全ファミリー作文コンクールの実施

　「交通安全は家庭から」をテーマに，各家庭で交

通安全について話し合い，交通ルールと正しい交通

マナーの実践ができるよう交通安全家族会議の普及

を図り，その良い実践例を募るため，「我が家の交

通安全」を主題とする交通安全ファミリー作文コン

クールを実施した。平成17年度は，約１万７千点の

応募があり，優秀作品を取りまとめて，関係機関・

団体等に配布した。

ク　反射材の活用推進

　夜間における歩行者及び自転車利用者の事故防止

に有効な反射材の普及を図るため，各種広報媒体を

活用した広報及び反射材の効果，使用方法等につい

て理解を深めてもらうための参加・体験・実践型の

交通安全教育を実施するとともに，関係機関・団体

が協力して反射材の展示会の開催等を推進するな

ど，全年齢層を対象とした普及活動に努めた。

　また，反射材を衣服，靴，鞄，傘等の身の回り品

やその他の物に製造段階から組み込むことや反射材

を使用した製品の流通の促進，広報啓発を推進する

ため，広く関係業界が参加した反射材活用推進委員

会への活動を支援した。

　警察庁では，反射材活用の理解と意識の高揚を図

り，日常的な活用とその定着化を図ることを目的

に，平成17年９月～12月の間インターネットを活用

した「反射材活用キャンペーン」事業を展開した。

ケ　交通安全フェアの開催

　各種展示及び実演を通じて，交通安全知識の普及

と交通安全意識の高揚を図るとともに，交通ルール

の遵守と正しい交通マナーの実践の習慣付けを図る

ことを目的に，９月17日及び18日の２日間にわたり

東京ドームシティにおいて交通安全フェアを開催

し，交通安全に関する多彩なステージプログラム及

び各種の展示等を実施した。

コ　交通安全シンポジウムの開催

　内閣府は，平成17年10月27日，第24回交通安全シ

ンポジウムを宮崎県及び宮崎市と共催で「超高齢社

会とクルマ社会との共存」をテーマとして開催し

た。

サ　交通安全母親活動の推進

　地域社会において交通安全活動を行っている母親

の指導力の向上を図るため，母親活動指導者講習会

等を開催するとともに，母親による交通安全全国

キャラバン隊の派遣事業を実施した。

シ　交通安全総合データベースの活用

　交通安全対策に関する情報をインターネットによ

り提供する交通安全総合データベースを活用し，地

方公共団体の交通安全対策担当者，交通指導員等の

支援，及び交通安全ビジュアル教材の作成・掲載な
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ど交通安全情報サービスの提供を行った。

縱　交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の

推進等

（1）　民間交通安全関係団体に対する指導育成

ア　（財）全日本交通安全協会に対する指導

　交通安全マインドの普及浸透を図るため，交通安

全についての広報啓発活動を行うとともに，交通安

全に関する調査研究等を推進している（財）全日本

交通安全協会に対し，同協会が実施する交通安全子

供自転車全国大会の開催，各種指導者講習会の開

催，機関誌及び広報資料の作成，反射材用品の普及

促進，その他交通安全のための諸活動が効果的に行

われるよう指導・援助した。また，交通安全国民運

動中央大会を同協会と共に開催した。

　なお，同協会は道路交通法の規定に基づいて，全

国交通安全活動推進センターとして指定されてお

り，民間の交通安全活動団体の中核を担っていくこ

とが期待されていることから，警察庁では必要な助

言，指導に努めた。

イ　母親の交通安全組織に対する指導育成

　地域社会における母親の交通安全組織の育成に努

めるとともに，母親の交通安全活動の指導等を行っ

ている（社）全国交通安全母の会連合会に対し，幼

児・新入学児童及び高齢者向け指導啓発交通安全教

育資料の作成，広報紙の発行等の事業について指

導・援助した。

ウ　その他の民間団体に対する指導育成

　（財）日本交通安全教育普及協会その他の民間交

通安全団体の育成に努めるとともに，広く交通安全

に関係する団体が行う広報啓発資料の作成，研修会

の開催，調査研究の実施等交通安全に関する事業に

ついて指導・援助した。

　

（2）　地域交通安全活動推進委員に対する指導等

　平成17年３月末現在，全国で約１万9,500人の地

域交通安全活動推進委員（以下「推進委員」とい

う。）が委嘱されているが，推進委員による適正な

交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を

深めるための交通安全教育，地域における安全かつ

円滑な交通を確保するための広報啓発活動，地域に

おいて活動する団体又は個人に対する協力要請活

動，住民からの相談を受ける活動等を適正かつ効果

的に推進することができるよう指導した。また，推

進委員が組織する地域交通安全活動推進委員協議会

において，推進委員相互の連携，必要な情報の提

供，関係機関との連絡調整等を十分に行うことがで

きるよう指導した。特に，推進委員は交通安全教育

指針に従って交通安全教育を行うこととされている

ことから，交通安全活動推進センターが実施する研

修等を通じ，指針に基づいた効果的かつ適切な交通

安全教育を実施することができるよう，その指導に

努めた。

（3）　民間交通指導員に対する指導

　地域における交通事故防止を徹底するため，地方

公共団体，民間交通安全団体からの委嘱等を受け，

ボランティア活動として子ども，高齢者等に対する

交通安全指導を行っている民間交通指導員について

は，その活動が効果的に推進されるよう育成指導に

努めた。

（4）　交通安全総点検の実施

　交通の安全は，人・道・車の調和が図られること

により保たれるものであり，利用する人の視点に

立ってとらえられるべき課題である。このような観

点から，地域の人々や道路利用者の主体的な参加の

下，道路交通環境の点検を行い，行政と住民・企業

など地域が一体となった取組を通じ，交通の安全確

保を目指す交通安全総点検を推進した。
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反射材と交通安全

　平成17年中の交通事故による死者数は５年

連続の減少となるとともに，昭和31年以来49

年ぶりに６千人台まで減少したところである

が，歩行中の死者数は2,104人で，全死者数に

占める割合が３割を超えている。特に夜間歩

行中の死者数はその約７割を占め，また，死

傷者に占める死者の割合を昼間と夜間で比較

すると，夜間の割合は昼間の約3.8倍となって

いる。

　このような情勢を踏まえ，「10年間で交通事

故死者数を5,000人以下とする」という政府目

標を達成するためには，夜間歩行中の交通死

亡事故抑止が重要な課題となっている。

　一方，反射材については，夜間事故の防止

に効果があり，認知はされているが，保有又

は使用している者の割合は低くなっており，

国では，こうした状況を踏まえ，ドライバー

からの視認性を高める反射材の活用を積極的

に働きかけ，夜間事故の防止に努めていると

ころである。

　ここでは，平成17年度に警察庁及び都道府

県警察において集中的に実施した反射材活用

キャンペーンを中心にその活動内容を紹介す

る。

１　反射材と視認性

　　反射材は，再帰性反射という性質を持つ素材であり，どの方向から光が当たっても，元の光源方向に

反射するように光学的な工夫が施された素材である。歩行者等が反射材を着用していると，その反射材

に車の前照灯の光が当たり，光源である自動車に向かって光を反射する。するとドライバーからは非常

に光って見え，遠くからでも歩行者等の存在が認識できる。

２　警察庁が実施したキャンペーン活動

　　警察庁は，各都道府県警察の啓発活動

と連動して，反射材活用キャンペーンを

全国的なものとするため，啓発用のビデ

オを作成するとともに，平成17年９月か

ら平成18年１月までの間，反射材専用の

ホームページをインターネット上に開設

し，PRに努めた。

　（1）　反射材ホームページへのアクセス数

等

平成 17 年昼夜別歩行中の交通事故死者数

注　警察庁資料による。

世論調査にみる歩行者用反射材の認知，保有及び使用の状況

内閣府：交通安全に関する特別世論調査（平成 16 年 12 月）
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　　○　専用ホームページへのアクセス数　約６万７千人（１日平均438人）

　　○　警察庁ビデオ（反射材はいのちの光）閲覧者　約5,400人

　（2）　アンケートにみる反射材使用の効果等

　　　専用ホームページから，日常的に反射材を活用するモニターを募集し，３回にわたるアンケートに

より反射材の着用効果等について尋ねた。

　　○　反射材活用モニター登録者数　約5,500人（男63％，女37％）

　　　①　夜間外出時に反射材を毎回使用した者　23％から35％に増加

　　　②　反射材の使用に抵抗感ある者　20％から５％に減少。

　　　③　「近づく車が速度を落とした」などの反射材の効果を体験した者　39％

　　　④　反射材を着用した歩行者の視認性の向上を確認した運転者　99％

　　　⑤　今後も反射材を使い続ける者　80％

　　　⑥　モニターが使用した主な反射材

３　都道府県警察の主な広報啓発活動

　（1）　県民運動の実施

　　　セーフティナイト作戦，オーロラ作戦，「あし・ピカ」運動など親しみやすい名称を用い，反射材を

街頭，高齢者宅訪問，各種講習会等様々な機会に配布し，また，日頃使っている靴に直接貼付するな

ど県民運動として各種活動を行った。

　（2）　知事，首長等も参加した街頭キャンペーン

　　　自治体をはじめ関係機関・団体等の多くのボランティ

アを動員し，主要な交差点や繁華街において，反射材を

着用した参加者がその効果をアピールしつつ，チラシや

啓発品を配布して反射材の活用を呼びかけた。

　（3）　夜間講習会の開催

　　　夜間に自動車教習所や学校等で，実際に車を使い，①

服装の色や反射材の有無による見え方の違い，②車の前

照灯で見える範囲の確認，③対向車の光による蒸発現象

の実験など，反射材の効果，使用方法等について理解を深めてもらう参加・体験・実践型の講習会を

開催した。

　（4）　反射材ファッションショー等の開催

　　　反射材を用いた靴，ジャンパー，コート，帽子，かさ，手提げバックなど反射材を組み込んだ衣料，

身の回り品等だけでなく，反射材タスキ，反射シールを貼った靴，反射材キーホルダーの取付なども

紹介しつつ，反射材活用の多様性とその効果を理解するイベント等を開催した。

　　　また，反射材を身近に感じてもらうため，反射材Tシャツコンクールなども実施した。

　（5）　反射材着用推進員等の委嘱

　　　　

使用した主な反射材の種類

アンケート結果
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第３節　安全運転の確保

縡　運転免許保有者数及び運転免許試験の実施状況

（1）　運転免許保有者数

　平成17年12月末現在の運転免許保有者数は，前年

に比べて約55万人（0.7％）増加して約7,880万人と

なった。このうち，男性は約12万人（0.3％）増加

して約4,514万人，女性は男性の増加数を上回る約

44万人（1.3％）増加して約3,366万人となり，その

構成比は男性57.3％，女性42.7％となった（第1‐8

表）。

　また，年齢層別の増加数では，65歳以上の高齢者

が約49万人（5.3％）増加し，増加数の89.6％を占

めた。

　運転免許の取得可能な16歳以上の人口に占める運

転免許保有者数の割合は，72.3％（男性85.7％，女

性59.8％）となり，年齢層別では，35～39歳の年齢

層が94.5％（男性98.5％，女性90.5％）で最も多

く，次いで30～34歳の年齢層となった（第1‐31図）。

　運転免許の種類別保有者数は，第一種普通免許保

有者が約6,904万人で全体の87.6％を占めた（第1‐9

表）。

　障害者の運転免許については，運転できる車両の

限定の条件が付されているものが延べ29万8,979件，

補聴器使用の条件が付されているものが延べ５万

382件となった。

　なお，平成17年中の国外運転免許証の交付件数は

34万3,002件で，前年に比べ１万3,185件（3.7％）
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　　　地域の高齢者団体等を中心に，市町村長や警察署長名により，反射材着用推進員に委嘱し，反射材

の着用を率先させるとともに，地域住民に反射材の活用を呼びかける活動を行った。

４　反射材の活用推進

　（1）　効果を体験できる交通安全教育の推進

　　　今回の反射材活用キャンペーンを通じても，反射材の効果を体験したモニターは，反射材を使い続

ける傾向にあることが再確認された。

　　　反射材の効果を体験し，反射材の効果を正しく理解することができる体験型の交通安全教育を今後

とも推進する。

　（2）　衣類等日常的に使用される反射材製品の普及促進

　　　反射材の常時活用を普及するためには，日常的に使用している衣類や身の回り品に自然な形で反射

材が組み込まれていることが反射材の定着化に向けて効果的であるので，関係業界，団体等が参加す

る反射材活用推進委員会の活動支援などにより，多様な反射材製品の開発と流通を促している。

第1‐8表 運転免許保有者数の推移 （各年12月末現在）

注　１　警察庁資料による。
　　２　運転者管理センターにおける集計数である。
　　３　人口に対する割合（％）は，16歳以上の運転免許適齢人口に占める運転免許保有者数の割合である。
　　　　なお，人口は，各年10月１日現在の総務省推計人口（16年及び17年はそれぞれ12月1日現在の総務省概算値）による。
　　4　単位未満は四捨五入しているため，全体と内訳が一致しないことがある。

年

保　有　者　数 対前年増減率 人口に対する割合

全体
人　員 構成率

全体 男性 女性 全体 男性 女性
男性 女性 男性 女性

千人 千人 千人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

平成13年 75,551 44,143 31,407 58.4 41.6 1.2 0.6 1.9 70.2 84.6 56.6

　　14　 76,534 44,489 32,044 58.1 41.9 1.3 0.8 2.0 70.9 85.1 57.5

　　15　 77,468 44,786 32,682 57.8 42.2 1.2 0.7 2.0 71.4 85.4 58.4

　　16　 78,247 45,020 33,227 57.5 42.5 1.0 0.5 1.7 72.0 85.7 59.2

　　17　 78,799 45,136 33,663 57.3 42.7 0.7 0.3 1.3 72.3 85.7 59.8
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